
工事書類作成の手引きの改定概要 

 

 岐阜県建設工事共通仕様書を適用する建設工事について、工事書類作成に関する基本

的な考え方を取りまとめた手引きの改定を行うものである。  

 

【主な改定点】 

全体  

 「工事書類作成提出要領」及び「工事書類作成提出要領・同解説」の改定に伴うもの  

 岐阜県建設工事共通仕様書の改定に伴うもの  

 「建設工事関係書類一覧」表の修正  

 

第 1 章 工事着手前作成書類 

第 1 契約関係書類 

１ 現場代理人・技術者届  

 3)注意事項について、監理技術者等の雇用状況を確認するための書類を追記  

 

第２ その他の書類 

２ 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書 

3)注意事項について、「再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画は、工事現場の見

やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供すること

とし、あわせてインターネットに公表するよう努めること。」を追記 

 

第３ 工事書類 

６ 施工体制台帳及び施工体系図等 

 「ただし、入札契約適正化法第 15 条により、発注者が情報通信技術を利用する方法

により確認できる場合は、施工体制台帳の提出は不要とする。」を追記  

 

第 2 章 工事着手後の提出書類 

第 1 工事書類 

４ 使用材料調書 

 3)留意事項の「平成 19 年１月 24 日県流第 463 号林政部長通知」を「令和 3 年 3 月

30 日付県流第 721 号県産材流通課長通知」に修正  

 

７ 休日・夜間作業届 

 3)留意事項の「現道上の工事については提出（電子メール可）とする。なお、施工計

画書に予め示している場合や」を「現道上の工事については書面（電子メール、FAX

可）により提出しなければならない。なお、現道上の工事についても施工計画書に予

め示している場合や」に修正  

 

別添  



第 4 章 その他の工事書類 

第 9 工事現場の掲示物等 

2 常時現場に掲示が必要な標識類  

 ⑬に再生資源利用計画書を追記  

 ⑭に再生資源利用促進計画書を追記  

 

 

 

 


